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(57)【要約】
【課題】本発明の課題は、終了していない作業の情報を
、利用者に、確実に通知するシス
テム、および、その方法を提供することである。
【解決手段】設備使用依頼を受け付けて、管理データ作
成指示を発行して、前記受け付け
された設備使用依頼の中から所望の設備使用依頼を選択
して、ＩＣカードの利用者識別情
報を用いて、利用者認証して、前記認証された設備使用
依頼の設備使用処理を行って、管
理データ削除指示を作成して、送信するＩＣカード管理
型設備と、管理データ作成指示を
受け付けて、管理データを作成して、管理データ送信要
求を受け付けて、管理データを送
信して、利用者識別情報送信要求を受け付けて、利用者
識別情報を、返信して、管理デー
タ削除指示を受け付けて、該当する管理データを削除す
る、ＩＣカードと、管理データを
受け付けて、表示する表示用画面付読取書込み装置と、
ことを特徴とする管理通知システ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＩＣカードと、表示用画面付読取書込み装置が有線接続、または、無線接続されたＩＣカ
ード管理型装置と、から構成される管理通知システムにおいて、
前記ＩＣカード管理型装置は、
管理装置を特定する情報を記憶する記憶手段と、
利用者識別情報と装置使用依頼を特定する情報とを含む装置使用依頼を受け付けて、これ
を記録して、所定の依頼受付処理を行う装置使用依頼受付手段と、
前記記憶する管理装置を特定する情報と前記受け付けられた装置使用依頼とを用いて、管
理データ作成指示を作成して、表示用画面付読取書込み装置に、発行する管理データ作成
指示手段と、
前記記録された装置使用依頼から所望の装置使用依頼を選択する装置使用依頼選択手段と
、
利用者識別情報送信要求を、表示用画面付読取書込み装置に、発行する利用者識別情報送
信要求手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報を、受信して、前記選択された装置使
用依頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用者認証手
段と、
許可証を受け付けて、前記利用者認証された装置使用依頼の装置使用処理を行って、装置
使用依頼を特定する情報を含む装置使用完了報告を作成する装置使用処理手段と、
装置使用完了報告を受け付けて、この装置使用完了報告が持つ装置使用依頼を特定する情
報を含んだ管理データ削除指示を作成して、送信する管理データ削除指示送信手段と、
を備える装置であって、
前記表示用画面付読取書込み装置は、
ＩＣカード管理型装置から受信した管理データ作成指示を、ＩＣカードに転送する管理デ
ータ作成指示転送手段と、
ＩＣカードに、管理データ送信要求を発行して、管理データの返信を受け付ける管理デー
タ受付手段と、
前記受付けた管理データを、表示する管理データ表示手段と、
利用者識別情報送信要求を、ＩＣカード管理型装置から、受信して、ＩＣカードに転送し
て、利用者識別情報の返信を受け付けて、これを、ＩＣカード管理型装置に転送する利用
者識別情報転送手段と、
ＩＣカード管理型装置から受信した管理データ削除指示を、ＩＣカードに転送する管理デ
ータ削除指示転送手段と、
を備える読取書込み装置であって、
前記ＩＣカードは、
利用者識別情報を記憶する記憶手段と、
表示用画面付読取書込み装置から管理データ作成指示を受け付けて、この管理データ作成
指示の装置使用依頼を特定する情報と管理装置を特定する情報とを含む管理データを作成
して、記憶する管理データ作成手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、管理データ送信要求を受け付けて、管理データを返信
する管理データ返信手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報送信要求を受け付けて、記憶する利用
者識別情報を、返信する利用者識別情報返信手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、管理データ削除指示を受け付けて、記憶手段に記憶さ
れる管理データを参照して、管理データ削除指示が指定する管理データを削除する管理デ
ータ削除手段と、
を備えるＩＣカードである、
ことを特徴とする管理通知システム。
【請求項２】
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ＩＣカードと、表示用画面付読取書込み装置が有線接続、または、無線接続されたＩＣカ
ード管理型保管庫とから構成される通知システムにおいて、
前記ＩＣカード管理型保管庫は、
保管庫を特定する情報を記憶する記憶手段と、
開錠要求の入力を検知して、利用者識別情報送信要求を発行して、ＩＣカードに記憶され
ている利用者識別情報を受信して、利用者識別情報と開錠依頼を特定する情報とを含んだ
開錠依頼を受け付けて、開錠して、開錠依頼を記録する開錠依頼受付手段と、
前記記憶する保管庫を特定する情報と、前記受け付けされた開錠依頼と、を用いて、開錠
依頼を特定する情報と保管庫を特定する情報とを含む管理データ作成指示を作成して、表
示用画面付読取書込み装置に、発行する管理データ作成指示手段と、
前記記録された開錠依頼を選択する開錠依頼選択手段と、
利用者識別情報送信要求を、表示用画面付読取書込み装置に、発行する利用者識別情報送
信要求手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報を、受信して、前記選択された開錠依
頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用者認証手段と
、
許可証を受け付けて、施錠して、開錠依頼を特定する情報を含む施錠報告を作成する施錠
手段と、
施錠報告を受け付けて、この施錠報告が持つ開錠依頼を特定する情報を含んだ管理データ
削除指示を作成して、送信する管理データ削除指示送信手段と、
保管庫であって、
前記表示用画面付読取書込み装置は、
ＩＣカード管理型保管庫から受信した管理データ作成指示を、ＩＣカードに転送する管理
データ作成指示転送手段と、
ＩＣカードに、管理データ送信要求を発行して、管理データの返信を受け付ける管理デー
タ受付手段と、
前記受付けた管理データを、表示する管理データ表示手段と、
利用者識別情報送信要求を、ＩＣカード管理型保管庫から、受信して、ＩＣカードに転送
して、利用者識別情報の返信を受け付けて、これを、ＩＣカード管理型保管庫に転送する
利用者識別情報転送手段と、
ＩＣカード管理型保管庫から受信した管理データ削除指示を、ＩＣカードに転送する管理
データ削除指示転送手段と、
を備える読取書込み装置であって、
前記ＩＣカードは、
利用者識別情報を記憶する記憶手段と、
表示用画面付読取書込み装置から管理データ作成指示を受け付けて、開錠依頼を特定する
情報と保管庫を特定する情報とを含む管理データを作成して、記憶する管理データ作成手
段と、
表示用画面付読取書込み装置から、管理データ送信要求を受け付けて、管理データを返信
する管理データ返信手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報送信要求を受け付けて、記憶する利用
者識別情報を、返信する利用者識別情報返信手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、管理データ削除指示を受け付けて、記憶手段に記憶さ
れる管理データを参照して、管理データ削除指示が指定する管理データを削除する管理デ
ータ削除手段と、
管理データ作成指示を受け付けて、管理データを作成する管理データ作成手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、管理データ送信要求を受け付けて、管理データを返信
する管理データ返信手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、管理データ削除指示を受け付けて、記憶手段に記憶さ
れる管理データを参照して、管理データ削除指示が指定する管理データを削除する管理デ



(4) JP 2008-299543 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

ータ削除手段と、
を備えるＩＣカードである、
ことを特徴とする管理通知システム。
【請求項３】
ＩＣカードと、表示用画面付読取書込み装置が有線接続、または、無線接続されたＩＣカ
ード管理型印刷装置と、から構成される通知システムにおいて、
前記ＩＣカード管理型印刷装置は、
印刷装置を特定する情報を記憶する記憶手段と、
利用者識別情報と印刷依頼を特定する情報とを含む印刷依頼を受け付けて、これを記録す
る印刷依頼受付手段と、
前記記憶する印刷装置を特定する情報と、前記受け付けされた印刷依頼と、を用いて、管
理データ作成指示を作成して、表示用画面付読取書込み装置に、発行する管理データ作成
指示手段と、
前記記録された印刷依頼を選択する印刷依頼選択手段と、
利用者識別情報送信要求を、表示用画面付読取書込み装置に、発行する利用者識別情報送
信要求手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報を、受信して、前記選択された印刷依
頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用者認証手段と
、
許可証を受け付けて、前記利用者認証された印刷依頼の内容を印刷して、印刷依頼を特定
する情報を含む印刷報告を作成する印刷手段と、
印刷報告を受け付けて、この印刷報告が持つ印刷装置を特定する情報を含んだ管理データ
削除指示を作成して、送信する管理データ削除指示送信手段と、
印刷装置であって、
前記表示用画面付読取書込み装置は、
ＩＣカード管理型印刷装置から受信した管理データ作成指示を、ＩＣカードに転送する管
理データ作成指示転送手段と、
ＩＣカードに、管理データ送信要求を発行して、管理データの返信を受け付ける管理デー
タ受付手段と、
前記受付けた管理データを、表示する管理データ表示手段と、
利用者識別情報送信要求を、ＩＣカード管理型印刷装置から、受信して、ＩＣカードに転
送して、利用者識別情報の返信を受け付けて、これを、ＩＣカード管理型印刷装置に転送
する利用者識別情報転送手段と、
ＩＣカード管理型印刷装置から受信した管理データ削除指示を、ＩＣカードに転送する管
理データ削除指示転送手段と、
を備える読取書込み装置であって、
前記ＩＣカードは、
利用者識別情報を記憶する記憶手段と、
表示用画面付読取書込み装置から管理データ作成指示を受け付けて、印刷依頼を特定する
情報と印刷装置を特定する情報とを含む管理データを作成して、記憶する管理データ作成
手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、管理データ送信要求を受け付けて、管理データを返信
する管理データ返信手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報送信要求を受け付けて、記憶する利用
者識別情報を、返信する利用者識別情報返信手段と、
表示用画面付読取書込み装置から、管理データ削除指示を受け付けて、記憶手段に記憶さ
れる管理データを参照して、管理データ削除指示が指定する管理データを削除する管理デ
ータ削除手段と、
を備えるＩＣカードである、
ことを特徴とする管理通知システム。
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【請求項４】
前記表示用画面付読取書込み装置は、
前記管理データ表示手段が、所定の時間が経過したら、表示を消灯して、
利用者に注意を喚起する表示が消灯されているときには、点燈する点燈手段と、
を備える表示装置である、
ことを特徴とする請求項１から、請求項３までのいずれか１項に記載の管理通知システム
。
【請求項５】
管理装置を特定する情報と装置使用依頼を特定する情報とを含む管理データと、利用者識
別情報と、を記憶するＩＣカードを用いる管理通知方法であって、
利用者識別情報と装置使用依頼を特定する情報とを含む装置使用依頼を受け付けて、これ
を記録して、所定の依頼受付処理を行う依頼受付ステップと、
管理データ作成指示を受け付けて、この管理データ作成指示の装置使用依頼を特定する情
報と管理装置を特定する情報とを含む管理データを作成して、記憶する管理データ作成ス
テップと、
前記記憶された管理データを、表示する管理データ表示ステップと、
前記記録された装置使用依頼から所望の装置使用依頼を選択する装置使用依頼選択ステッ
プと、
ＩＣカードの利用者識別情報を受信して、前記選択された装置使用依頼の利用者識別情報
と照合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用者認証ステップと、
許可証を受け付けて、前記利用者認証された装置使用依頼の装置使用処理を行って、管理
装置を特定する情報と装置使用依頼を特定する情報を含む装置使用完了報告を作成する装
置使用処理ステップと、
装置使用完了報告を受け付けて、この装置使用完了報告の装置使用依頼を特定する情報を
キーにして、記憶手段に記憶される管理データの装置使用依頼を特定する情報とを参照し
て、前記キーと一致する参照部を持つ管理データを削除する管理データ削除ステップと、
を含んだ手順でなされることを特徴とする管理通知方法。
【請求項６】
保管庫を特定する情報と利用者識別情報とを含む管理データと、利用者識別情報と、を記
憶するＩＣカードを用いる管理通知方法であって、
利用者識別情報と開錠依頼を特定する情報とを含む開錠依頼を受け付けて、これを記録し
て、開錠する開錠依頼受付ステップと、
開錠依頼を特定する情報と保管庫を特定する情報とを含む管理データ作成指示を受け付け
て、この管理データ作成指示の開錠依頼を特定する情報と保管庫を特定する情報とを含む
管理データを作成して、記憶する管理データ作成ステップと、
前記記憶された管理データを、表示する管理データ表示ステップと、
前記記録された開錠依頼から所望の開錠依頼を選択する開錠依頼選択ステップと、
ＩＣカードの利用者識別情報を受信して、前記選択された開錠依頼の利用者識別情報と照
合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用者認証ステップと、
許可証を受け付けて、前記利用者認証された開錠依頼の装置使用処理を行って、保管庫を
特定する情報と開錠依頼を特定する情報を含む装置使用完了報告を作成する装置使用処理
ステップと、
装置使用完了報告を受け付けて、この装置使用完了報告の開錠依頼を特定する情報をキー
にして、記憶手段に記憶される管理データの開錠依頼を特定する情報を参照して、前記キ
ーと一致する参照部を持つ管理データを削除する管理データ削除ステップと、
を含んだ手順でなされることを特徴とする管理通知方法。
【請求項７】
印刷装置を特定する情報と利用者識別情報とを含む管理データと、利用者識別情報と、を
記憶するＩＣカードを用いる管理通知方法であって、
利用者識別情報と印刷依頼を特定する情報とを含む印刷依頼を受け付けて、これを記録し
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て、印刷する印刷依頼受付ステップと、
印刷依頼を特定する情報と印刷装置を特定する情報とを含む管理データを作成して、記憶
する管理データ作成ステップと、
前記記憶された管理データを、表示する管理データ表示ステップと、
前記記録された印刷依頼から、所望の印刷依頼を選択する印刷依頼選択ステップと、
ＩＣカードの利用者識別情報を受信して、前記選択された印刷依頼の利用者識別情報と照
合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用者認証ステップと、
許可証を受け付けて、前記利用者認証された印刷依頼の装置使用処理を行って、印刷装置
を特定する情報と印刷依頼を特定する情報を含む装置使用完了報告を作成する装置使用処
理ステップと、
装置使用完了報告を受け付けて、この装置使用完了報告の印刷装置を特定する情報をキー
にして、記憶手段に記憶される管理データの印刷装置を特定する情報を参照して、前記キ
ーと一致する参照部を持つ管理データを削除する管理データ削除ステップと、
を含んだ手順でなされることを特徴とする管理通知方法。
【請求項８】
コンピュータに組込むことによって、コンピュータを請求項１から、請求項４までのいず
れか１項に記載の管理通知システムとして動作させるコンピュータプログラム。
【請求項９】
請求項８に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読取り可能な記録媒体
。
                                                                                

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、安全保護管理領域の装置使用状況を利用者に通知するシステム、および、その
方法に関するものである。
【０００２】
　従来から、安全保護管理された領域（たとえば、セキュリティ・ルーム）において、Ｉ
Ｃカードを利用した利用装置の管理が行われている。
【背景技術】
【０００３】
たとえば、特許文献１では、ＩＣカードを用いて、印刷出力の要求者の認証を行い、印刷
装置に蓄えられた印刷データを印刷する技術が開示されている。（従来技術１）
【特許文献１】特開平５－１２６６５２号公報（９～１０ページ、図２，３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
ところで、従来技術１では、印刷出力の要求者が、印刷出力することを忘却していると、
印刷装置に印刷データが放置されたままになってしまうという不具合があった。
【０００５】
本発明はこのような従来技術を考慮してなされたものであって、本発明の課題は、終了し
ていない作業の情報を、利用者に、確実に通知するシステム、および、その方法を提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、以下のような解決手段により、前記課題を解決する。すなわち、請求項１の発
明は、ＩＣカードと、表示用画面付読取書込み装置が有線接続、または、無線接続された
ＩＣカード管理型装置と、から構成される管理通知システムにおいて、前記ＩＣカード管
理型装置は、管理装置を特定する情報を記憶する記憶手段と、利用者識別情報と装置使用
依頼を特定する情報とを含む装置使用依頼を受け付けて、これを記録して、所定の依頼受



(7) JP 2008-299543 A 2008.12.11

10

20

30

40

50

付処理を行う装置使用依頼受付手段と、前記記憶する管理装置を特定する情報と前記受け
付けられた装置使用依頼とを用いて、管理データ作成指示を作成して、表示用画面付読取
書込み装置に、発行する管理データ作成指示手段と、前記記録された装置使用依頼から所
望の装置使用依頼を選択する装置使用依頼選択手段と、利用者識別情報送信要求を、表示
用画面付読取書込み装置に、発行する利用者識別情報送信要求手段と、表示用画面付読取
書込み装置から、利用者識別情報を、受信して、前記選択された装置使用依頼の利用者識
別情報と照合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用者認証手段と、許可証を受
け付けて、前記利用者認証された装置使用依頼の装置使用処理を行って、装置使用依頼を
特定する情報を含む装置使用完了報告を作成する装置使用処理手段と、装置使用完了報告
を受け付けて、この装置使用完了報告が持つ装置使用依頼を特定する情報を含んだ管理デ
ータ削除指示を作成して、送信する管理データ削除指示送信手段と、を備える装置であっ
て、前記表示用画面付読取書込み装置は、ＩＣカード管理型装置から受信した管理データ
作成指示を、ＩＣカードに転送する管理データ作成指示転送手段と、ＩＣカードに、管理
データ送信要求を発行して、管理データの返信を受け付ける管理データ受付手段と、前記
受付けた管理データを、表示する管理データ表示手段と、利用者識別情報送信要求を、Ｉ
Ｃカード管理型装置から、受信して、ＩＣカードに転送して、利用者識別情報の返信を受
け付けて、これを、ＩＣカード管理型装置に転送する利用者識別情報転送手段と、ＩＣカ
ード管理型装置から受信した管理データ削除指示を、ＩＣカードに転送する管理データ削
除指示転送手段と、を備える読取書込み装置であって、前記ＩＣカードは、利用者識別情
報を記憶する記憶手段と、表示用画面付読取書込み装置から管理データ作成指示を受け付
けて、この管理データ作成指示の装置使用依頼を特定する情報と管理装置を特定する情報
とを含む管理データを作成して、記憶する管理データ作成手段と、表示用画面付読取書込
み装置から、管理データ送信要求を受け付けて、管理データを返信する管理データ返信手
段と、表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報送信要求を受け付けて、記憶す
る利用者識別情報を、返信する利用者識別情報返信手段と、表示用画面付読取書込み装置
から、管理データ削除指示を受け付けて、記憶手段に記憶される管理データを参照して、
管理データ削除指示が指定する管理データを削除する管理データ削除手段と、を備えるＩ
Ｃカードである、ことを特徴とする管理通知システムである。
【０００７】
ここで、ＩＣカード（たとえば、ＳＩＭ）に記録された管理データの内容を表示用画面付
読取書込み装置にて、表示させることで、利用者に、管理領域内で行っている作業情報を
確実に通知することができる。したがって、利用者は、表示用画面付読取書込み装置（た
とえば、液晶ディスプレイ付きＳＩＭリーダライタ）の表示内容を確認することで、遣り
残している作業を完了させることが可能である。ここで、ＳＩＭとは、デジタル携帯電話
の規格ＧＳＭ１１．１１にて規定された小型ICカードである。
【０００８】
請求項２の発明は、ＩＣカードと、表示用画面付読取書込み装置が有線接続、または、無
線接続されたＩＣカード管理型保管庫とから構成される通知システムにおいて、前記ＩＣ
カード管理型保管庫は、保管庫を特定する情報を記憶する記憶手段と、開錠要求の入力を
検知して、利用者識別情報送信要求を発行して、ＩＣカードに記憶されている利用者識別
情報を受信して、利用者識別情報と開錠依頼を特定する情報とを含んだ開錠依頼を受け付
けて、開錠して、開錠依頼を記録する開錠依頼受付手段と、前記記憶する保管庫を特定す
る情報と、前記受け付けされた開錠依頼と、を用いて、開錠依頼を特定する情報と保管庫
を特定する情報とを含む管理データ作成指示を作成して、表示用画面付読取書込み装置に
、発行する管理データ作成指示手段と、前記記録された開錠依頼を選択する開錠依頼選択
手段と、利用者識別情報送信要求を、表示用画面付読取書込み装置に、発行する利用者識
別情報送信要求手段と、表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報を、受信して
、前記選択された開錠依頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証をして、許可証を発
行する利用者認証手段と、許可証を受け付けて、施錠して、開錠依頼を特定する情報を含
む施錠報告を作成する施錠手段と、施錠報告を受け付けて、この施錠報告が持つ開錠依頼
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を特定する情報を含んだ管理データ削除指示を作成して、送信する管理データ削除指示送
信手段と、保管庫であって、前記表示用画面付読取書込み装置は、ＩＣカード管理型保管
庫から受信した管理データ作成指示を、ＩＣカードに転送する管理データ作成指示転送手
段と、ＩＣカードに、管理データ送信要求を発行して、管理データの返信を受け付ける管
理データ受付手段と、前記受付けた管理データを、表示する管理データ表示手段と、利用
者識別情報送信要求を、ＩＣカード管理型保管庫から、受信して、ＩＣカードに転送して
、利用者識別情報の返信を受け付けて、これを、ＩＣカード管理型保管庫に転送する利用
者識別情報転送手段と、ＩＣカード管理型保管庫から受信した管理データ削除指示を、Ｉ
Ｃカードに転送する管理データ削除指示転送手段と、を備える読取書込み装置であって、
前記ＩＣカードは、利用者識別情報を記憶する記憶手段と、表示用画面付読取書込み装置
から管理データ作成指示を受け付けて、開錠依頼を特定する情報と保管庫を特定する情報
とを含む管理データを作成して、記憶する管理データ作成手段と、表示用画面付読取書込
み装置から、管理データ送信要求を受け付けて、管理データを返信する管理データ返信手
段と、表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報送信要求を受け付けて、記憶す
る利用者識別情報を、返信する利用者識別情報返信手段と、表示用画面付読取書込み装置
から、管理データ削除指示を受け付けて、記憶手段に記憶される管理データを参照して、
管理データ削除指示が指定する管理データを削除する管理データ削除手段と、管理データ
作成指示を受け付けて、管理データを作成する管理データ作成手段と、表示用画面付読取
書込み装置から、管理データ送信要求を受け付けて、管理データを返信する管理データ返
信手段と、表示用画面付読取書込み装置から、管理データ削除指示を受け付けて、記憶手
段に記憶される管理データを参照して、管理データ削除指示が指定する管理データを削除
する管理データ削除手段と、を備えるＩＣカードである、ことを特徴とする管理通知シス
テムである。
【０００９】
請求項３の発明は、ＩＣカードと、表示用画面付読取書込み装置が有線接続、または、無
線接続されたＩＣカード管理型印刷装置と、から構成される通知システムにおいて、前記
ＩＣカード管理型印刷装置は、印刷装置を特定する情報を記憶する記憶手段と、利用者識
別情報と印刷依頼を特定する情報とを含む印刷依頼を受け付けて、これを記録する印刷依
頼受付手段と、前記記憶する印刷装置を特定する情報と、前記受け付けされた印刷依頼と
、を用いて、管理データ作成指示を作成して、表示用画面付読取書込み装置に、発行する
管理データ作成指示手段と、前記記録された印刷依頼を選択する印刷依頼選択手段と、利
用者識別情報送信要求を、表示用画面付読取書込み装置に、発行する利用者識別情報送信
要求手段と、表示用画面付読取書込み装置から、利用者識別情報を、受信して、前記選択
された印刷依頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用
者認証手段と、許可証を受け付けて、前記利用者認証された印刷依頼の内容を印刷して、
印刷依頼を特定する情報を含む印刷報告を作成する印刷手段と、印刷報告を受け付けて、
この印刷報告が持つ印刷装置を特定する情報を含んだ管理データ削除指示を作成して、送
信する管理データ削除指示送信手段と、印刷装置であって、前記表示用画面付読取書込み
装置は、ＩＣカード管理型印刷装置から受信した管理データ作成指示を、ＩＣカードに転
送する管理データ作成指示転送手段と、ＩＣカードに、管理データ送信要求を発行して、
管理データの返信を受け付ける管理データ受付手段と、前記受付けた管理データを、表示
する管理データ表示手段と、利用者識別情報送信要求を、ＩＣカード管理型印刷装置から
、受信して、ＩＣカードに転送して、利用者識別情報の返信を受け付けて、これを、ＩＣ
カード管理型印刷装置に転送する利用者識別情報転送手段と、ＩＣカード管理型印刷装置
から受信した管理データ削除指示を、ＩＣカードに転送する管理データ削除指示転送手段
と、を備える読取書込み装置であって、前記ＩＣカードは、利用者識別情報を記憶する記
憶手段と、表示用画面付読取書込み装置から管理データ作成指示を受け付けて、印刷依頼
を特定する情報と印刷装置を特定する情報とを含む管理データを作成して、記憶する管理
データ作成手段と、表示用画面付読取書込み装置から、管理データ送信要求を受け付けて
、管理データを返信する管理データ返信手段と、表示用画面付読取書込み装置から、利用
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者識別情報送信要求を受け付けて、記憶する利用者識別情報を、返信する利用者識別情報
返信手段と、表示用画面付読取書込み装置から、管理データ削除指示を受け付けて、記憶
手段に記憶される管理データを参照して、管理データ削除指示が指定する管理データを削
除する管理データ削除手段と、を備えるＩＣカードである、ことを特徴とする管理通知シ
ステムである。
【００１０】
請求項４の発明は、前記表示用画面付読取書込み装置は、前記管理データ表示手段が、所
定の時間が経過したら、表示を消灯して、利用者に注意を喚起する表示が消灯されている
ときには、点燈する点燈手段と、を備える読取書込み装置である、ことを特徴とする請求
項１から、請求項３までのいずれか１項に記載の管理通知システムである。
【００１１】
請求項５の発明は、管理装置を特定する情報と装置使用依頼を特定する情報とを含む管理
データと、利用者識別情報と、を記憶するＩＣカードを用いる管理通知方法であって、利
用者識別情報と装置使用依頼を特定する情報とを含む装置使用依頼を受け付けて、これを
記録して、所定の依頼受付処理を行う依頼受付ステップと、管理データ作成指示を受け付
けて、この管理データ作成指示の装置使用依頼を特定する情報と管理装置を特定する情報
とを含む管理データを作成して、記憶する管理データ作成ステップと、前記記憶された管
理データを、表示する管理データ表示ステップと、前記記録された装置使用依頼から所望
の装置使用依頼を選択する装置使用依頼選択ステップと、ＩＣカードの利用者識別情報を
受信して、前記選択された装置使用依頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証をして
、許可証を発行する利用者認証ステップと、許可証を受け付けて、前記利用者認証された
装置使用依頼の装置使用処理を行って、管理装置を特定する情報と装置使用依頼を特定す
る情報を含む装置使用完了報告を作成する装置使用処理ステップと、装置使用完了報告を
受け付けて、この装置使用完了報告の装置使用依頼を特定する情報をキーにして、記憶手
段に記憶される管理データの装置使用依頼を特定する情報とを参照して、前記キーと一致
する参照部を持つ管理データを削除する管理データ削除ステップと、を含んだ手順でなさ
れることを特徴とする管理通知方法である。
【００１２】
請求項６の発明は、保管庫を特定する情報と利用者識別情報とを含む管理データと、利用
者識別情報と、を記憶するＩＣカードを用いる管理通知方法であって、利用者識別情報と
開錠依頼を特定する情報とを含む開錠依頼を受け付けて、これを記録して、開錠する開錠
依頼受付ステップと、開錠依頼を特定する情報と保管庫を特定する情報とを含む管理デー
タ作成指示を受け付けて、この管理データ作成指示の開錠依頼を特定する情報と保管庫を
特定する情報とを含む管理データを作成して、記憶する管理データ作成ステップと、前記
記憶された管理データを、表示する管理データ表示ステップと、前記記録された開錠依頼
から所望の開錠依頼を選択する開錠依頼選択ステップと、ＩＣカードの利用者識別情報を
受信して、前記選択された開錠依頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証をして、許
可証を発行する利用者認証ステップと、許可証を受け付けて、前記利用者認証された開錠
依頼の装置使用処理を行って、保管庫を特定する情報と開錠依頼を特定する情報を含む装
置使用完了報告を作成する装置使用処理ステップと、装置使用完了報告を受け付けて、こ
の装置使用完了報告の開錠依頼を特定する情報をキーにして、記憶手段に記憶される管理
データの開錠依頼を特定する情報を参照して、前記キーと一致する参照部を持つ管理デー
タを削除する管理データ削除ステップと、を含んだ手順でなされることを特徴とする管理
通知方法である。
【００１３】
請求項７の発明は、印刷装置を特定する情報と利用者識別情報とを含む管理データと、利
用者識別情報と、を記憶するＩＣカードを用いる管理通知方法であって、利用者識別情報
と印刷依頼を特定する情報とを含む印刷依頼を受け付けて、これを記録して、印刷する印
刷依頼受付ステップと、印刷依頼を特定する情報と印刷装置を特定する情報とを含む管理
データを作成して、記憶する管理データ作成ステップと、前記記憶された管理データを、
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表示する管理データ表示ステップと、前記記録された印刷依頼から、所望の印刷依頼を選
択する印刷依頼選択ステップと、ＩＣカードの利用者識別情報を受信して、前記選択され
た印刷依頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証をして、許可証を発行する利用者認
証ステップと、許可証を受け付けて、前記利用者認証された印刷依頼の装置使用処理を行
って、印刷装置を特定する情報と印刷依頼を特定する情報を含む装置使用完了報告を作成
する装置使用処理ステップと、装置使用完了報告を受け付けて、この装置使用完了報告の
印刷装置を特定する情報をキーにして、記憶手段に記憶される管理データの印刷装置を特
定する情報を参照して、前記キーと一致する参照部を持つ管理データを削除する管理デー
タ削除ステップと、を含んだ手順でなされることを特徴とする管理通知方法である。
【００１４】
請求項８の発明は、コンピュータに組込むことによって、コンピュータを請求項１から、
請求項４までのいずれか１項に記載の管理通知システムとして動作させるコンピュータプ
ログラムである。
【００１５】
請求項９の発明は、請求項８に記載のコンピュータプログラムを記録したコンピュータ読
取り可能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００１６】
　本願発明によれば、利用者に、管理領域にて行った作業の情報を、確実に通知すること
が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
（実施例）
以下、図面等を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。図１は、管理情報
通知システム１の概要を説明する図である。
【００１８】
管理情報通知システム１は、ＩＣカード１００（たとえば、ＳＩＭカード）と、表示用画
面付読取書込み装置３００（たとえば、液晶ディスプレイ付きＳＩＭリーダライタ）と、
ＩＣカード管理型装置５００とから構成される。ＩＣカード管理型装置５００とは、例え
ば、ＩＣカードを用いて開閉を許可するＩＣカード管理型保管庫５００ａ（＝ＳＩＭ管理
型保管庫）や、ＩＣカードを用いて印刷を許可するＩＣカード管理型印刷装置５００ｂ（
＝ＳＩＭ管理型印刷装置）を意味する。
【００１９】
ＩＣカード管理型装置５００は、ＩＣカード管理型装置５００を特定する装置特定情報５
９１を記憶している。装置特定情報５９１は、ＩＣカード管理型装置５００ごとに異なる
値で、ＩＣカード管理型保管庫５００ａおよびＩＣカード管理型印刷装置５００ｂは異な
る装置特定情報５９１を記憶している。
【００２０】
表示用画面付読取書込み装置３００は、ＩＣカード１００のデータを読み書きする機能を
備え、表示用画面付読取書込み装置３００は、ＩＣカード管理型装置５００と、有線接続
（＝ＵＳＢ接続）、または、無線接続で通信する機能を備えている。
【００２１】
利用者がＩＣカード管理型装置５００の使用依頼（例えば、ＩＣカード管理型保管庫５０
０ａの開錠）すると、ＩＣカード１００は、ＩＣカード管理型装置５００の指示に従い、
管理する装置を特定する装置特定情報５９１と、装置使用依頼の内容を示す情報である装
置使用依頼情報を含むデータである管理データ１９９を生成し、生成した管理データ１９
９をＩＣカード１００の記憶手段１９０に記憶する。
【００２２】
ＩＣカード１００が生成した管理データ１９９は、表示用画面付読取書込み装置３００に
送信され、表示用画面付読取書込み装置３００には、管理データ１９９の内容を表すデー
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タ表示画面３００ａが表示され、ＩＣカード管理型装置５００の装置使用依頼の内容を利
用者に確実に通知することが可能になる。
【００２３】
図２は、管理情報通知システム１の処理の流れを説明する図である。
【００２４】
ＩＣカード管理型装置５００（例えば、ＩＣカード管理型保管庫５００ａ）は、 利用者
識別情報１９１を含んだ装置使用依頼（たとえば、保管庫の開錠依頼）を表示用画面付読
取書込み装置３００から受け付けると、装置使用依頼を記録して、装置使用依頼に基づい
た処理（たとえば、開錠処理）を行った後（図２（１））、ＩＣカード管理型装置５００
は、管理データ作成指示情報を発行し、発行した管理データ作成指示情報を記憶すると共
に、表示用画面付読取書込み装置３００へ送信する（同（２））。
【００２５】
表示用画面付読取書込み装置３００は、ＩＣカード管理型装置５００から管理データ作成
指示を受信すると、受信した管理データ作成指示をＩＣカード１００に転送する（同（３
））。
【００２６】
ＩＣカード１００は、 表示用画面付読取書込み装置３００から管理データ作成指示が転
送されると、管理データ１９９を作成して記録する（同（４））。
【００２７】
ＩＣカード１００が管理データ１９９を作成すると、表示用画面付読取書込み装置３００
は、 管理データ送信要求をＩＣカード１００に発行する（同（１１））。
【００２８】
ＩＣカード１００は、 管理データ送信要求を受け付けて、（４）で作成した管理データ
１９９を表示用画面付読取書込み装置３００へ返信する（同（１２））。
【００２９】
表示用画面付読取書込み装置３００は、管理データ１９９をＩＣカード１００から受信す
る（同（１３））と、表示用画面付読取書込み装置３００は、受信した管理データ１９９
の内容を表すデータ表示画面３００ａを表示する（同（１４））。
【００３０】
利用者が、表示用画面付読取書込み装置３００に表示されたデータ表示画面３００ａに対
応する使用依頼（施錠）をＩＣカード管理型装置５００にすると、ＩＣカード管理型装置
５００は記録されている装置使用依頼（開錠）の中から、使用依頼（施錠）に対応する装
置使用依頼（開錠）を選択し、表示用画面付読取書込み装置３００へ利用者識別情報送信
依頼を発行する（同（２１））。
【００３１】
表示用画面付読取書込み装置３００は、ＩＣカード管理型装置５００から利用者識別情報
送信依頼を受信すると、受信した利用者識別情報送信依頼をＩＣカード１００へ転送する
（同（２２））。
【００３２】
ＩＣカード１００は、表示用画面付読取書込み装置３００から利用者識別情報送信依頼を
受け付けると、記憶手段に記憶されている利用者識別情報１９１を表示用画面付読取書込
み装置３００へ返信する（同（２３））。
【００３３】
表示用画面付読取書込み装置３００は、利用者識別情報１９１をＩＣカード１００から受
信すると、ＩＣカード管理型装置５００に利用者識別情報１９１を転送する（同（２４）
）。
【００３４】
ＩＣカード管理型装置５００は、表示用画面付読取書込み装置３００から利用者識別情報
１９１を受信すると（同（２５））、ＩＣカード管理型装置５００は、利用者識別情報１
９１を用いて、選択された装置使用依頼（開錠）の利用者識別情報１９１と照合して、利
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用者認証した後（同（２６））、ＩＣカード管理型装置５００は、選択された装置使用依
頼（開錠）に対応した処理（たとえば、保管庫の施錠）を実行する（同（２７））。
【００３５】
ＩＣカード管理型装置５００は、選択された装置使用依頼に対応した処理を実行した後、
選択された装置使用依頼に対応した管理データ１９９を削除するための管理データ削除指
示を表示用画面付読取書込み装置３００へ発行する（同（２８））。（詳細は後述する。
）
【００３６】
表示用画面付読取書込み装置３００は、ＩＣカード管理型装置５００から管理データ削除
指示を受信すると、データ表示画面３００ａを消去すると共に、ＩＣカード１００へ管理
データ削除指示を転送する（同（２９））。
【００３７】
ＩＣカード１００は、表示用画面付読取書込み装置３００から転送された管理データ削除
指示を受け付けて、指定された管理データ１９９を削除する（同（３０））。
【００３８】
図３は、管理通知システム１の詳細な構成図である。管理通知システム１は、ＩＣカード
１００（たとえば、ＳＩＭカード）と、表示用画面付読取書込み装置３００（例えば、液
晶ディスプレイ付きＳＩＭリーダライタ）と、ＩＣカード管理型装置５００と、から構成
される。
【００３９】
ＩＣカード管理型装置５００は、装置使用依頼受付手段５１０と、管理データ作成指示手
段５２０と、装置使用依頼選択手段５３０と、利用者識別情報送信要求手段５５０と、利
用者認証手段５６０と、装置使用処理手段５７０と、管理データ削除指示手段５８０と、
記憶手段５９０と、を備える。ＩＣカード管理型装置５００に備えられた記憶手段５９０
には、管理する装置を特定する装置特定情報５９１が記憶されている。
【００４０】
装置使用依頼受付手段５１０は、利用者識別情報と装置使用依頼を特定する情報とを含む
装置使用依頼を表示用画面付読取書込み装置３００から受け付けると、これを記録して、
所定の依頼受付処理を行う。
【００４１】
管理データ作成指示手段５２０は、装置特定情報５９１と受け付けた装置使用依頼とを用
いて、管理装置を特定する装置特定情報５９１と装置使用依頼を特定する情報を含む管理
データ作成指示を作成して、表示用画面付読取書込み装置３００に発行する。
【００４２】
装置使用依頼選択手段５３０は、記録された装置使用依頼の中から、利用者から依頼され
た内容に対応する装置使用依頼を選択する。
【００４３】
利用者識別情報送信要求手段５５０は、利用者識別情報送信要求を、表示用画面付読取書
込み装置３００に発行する。利用者認証手段５６０は、表示用画面付読取書込み装置３０
０から、利用者識別情報１９１を受信して、選択された装置使用依頼の利用者識別情報１
９１と照合して、利用者認証をして許可証を発行する。
【００４４】
装置使用処理手段５７０は、許可証を受け付けて、選択された装置使用依頼に対応する処
理を行って、装置使用依頼を特定する情報を含む装置使用完了報告を作成する。
【００４５】
管理データ削除指示手段５８０は、装置使用完了報告を受け付けて、管理装置を特定する
情報と選択された装置使用依頼を特定する情報とを含んだ管理データ削除指示を作成し、
作成した管理データ削除指示を表示用画面付読取書込み装置３００に発行する。
【００４６】
表示用画面付読取書込み装置３００は、管理データ作成指示転送手段３２０と、管理デー
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タ受付手段３４０と、管理データ表示手段３４５と、管理データ削除指示転送手段３８０
とを備える。
【００４７】
管理データ作成指示転送手段３２０は、ＩＣカード管理型装置５００から、管理データ作
成指示を受信して、ＩＣカード１００に転送する。
【００４８】
管理データ受付手段３４０は、ＩＣカード１００に、管理データ送信要求を発行して、管
理データ１９９の返信を受け付ける。管理データ表示手段３４５は、受け付けた管理デー
タ１９９の管理装置を特定する情報と利用者識別情報とを含むデータ表示画面３００ａを
表示させる。
【００４９】
管理データ削除指示転送手段３８０は、ＩＣカード管理型装置５００から、管理データ削
除指示を受信して、ＩＣカード１００に転送する。
【００５０】
ＩＣカード１００は、利用者識別情報返信手段１５０と、管理データ作成手段１２０と、
管理データ返信手段１４０と、利用者識別情報返信手段１５０と、管理データ削除手段１
８０と、記憶手段１９０と、を備える。記憶手段１９０は、利用者識別情報１９１と管理
データ１９９とを記憶する。
【００５１】
管理データ１９９は、管理装置を特定する装置特定情報５９１と装置使用依頼を特定する
情報とを対応付けたデータである。
【００５２】
管理データ作成手段１２０は、表示用画面付読取書込み装置３００から管理データ作成指
示が転送されると、これを用いて、管理データ１９９を作成する。
【００５３】
管理データ返信手段１４０は、表示用画面付読取書込み装置３００から、管理データ送信
要求が送信されると、管理データ１９９を返信する。
【００５４】
利用者識別情報返信手段１５０は、表示用画面付読取書込み装置３００から、利用者識別
情報送信要求を受け付けて、記憶する利用者識別情報１９１を送信する。
【００５５】
管理データ削除手段１８０は、ＩＣカード管理型装置５００から管理データ削除指示を受
け付けて、記憶手段１９０に記憶されている管理データ１９９の中から、管理データ削除
指示によって指定された管理データ１９９を削除する。詳細には、管理データ削除手段１
８０は、表示用画面付読取書込み装置３００から、管理データ削除指示を受け付けて、管
理データ削除指示の管理装置を特定する装置特定情報５９１と装置使用依頼を特定する情
報とをキーにして、記憶手段１９０に記憶される管理データ１９９の管理装置を特定する
装置特定情報５９１と装置使用依頼を特定する情報とを参照して、キーと一致する管理装
置を特定する情報と装置使用依頼を特定する情報とを持つ管理データを削除する。
【００５６】
利用者識別情報返信手段１５０と、管理データ作成手段１２０と、管理データ返信手段１
４０と、利用者識別情報返信手段１５０と、管理データ削除手段１８０と、管理データ作
成指示転送手段３２０と、管理データ受付手段３４０と、管理データ表示手段３４５と、
管理データ削除指示転送手段３８０と、装置使用依頼受付手段５１０と、管理データ作成
指示手段５２０と、装置使用依頼選択手段５３０と、利用者識別情報送信要求手段５５０
と、利用者認証手段５６０と、装置使用処理手段５７０と、管理データ削除指示手段５８
０と、は、コンピュータプログラムである。管理データ１９９は、コンピュータプログラ
ムが可読なデータである。なお、記憶手段１９０と、記憶手段５９０と、は、メモリであ
る。
【００５７】
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図４は、管理データ１９９の形式と例を説明する図である。管理データ１９９の項目は、
管理装置を特定する装置特定情報５９１と、装置使用依頼を特定する情報と、が対応付け
られて、構成される。
【００５８】
図４には、管理装置を特定する装置特定情報５９１「Printer41」と装置使用依頼を特定
する情報「PRINTJOB0087の印刷」とが対応付けられた管理データ１９９が例示されている
。
また、管理装置を特定する装置特定情報５９１「stock518」と装置使用依頼を特定する情
報「開錠」とが対応けられた管理データ１９９が例示されている。
【００５９】
図５は、表示用画面付読取書込み装置３００の説明図である。表示用画面付読取書込み装
置３００は、ＵＳＢコネクタ３０２と、液晶ディスプレイ３０４と、ＬＥＤ表示部３０３
と、ＳＩＭの挿入口３０５と、上蓋部３０８と、下部ケース部３０６と、無線接続用アン
テナコイル（詳細は後述する。）などから構成される。
【００６０】
表示用画面付読取書込み装置３００は、挿入口３０５にＳＩＭ形状のＩＣカード１００を
挿入する。
【００６１】
図６は、表示用画面付読取書込み装置３００の無線接続用アンテナの説明図である。無線
接続用アンテナコイル３０１は、上蓋部３０８と、下部ケース部３０６と、の間に配線さ
れている。アンテナコイル３０１は、表示用画面付読取書込み装置３００に挿入されるＩ
Ｃカード１００の端子と接触させる端子板３０７に、接続される。
【００６２】
図１１は、表示用画面付読取書込み装置３００の外観図である。図１１には、表示用画面
付読取書込み装置３００の写真が例示されている。
【００６３】
図１２は、表示用画面付読取書込み装置３００をパソコンにＵＳＢ接続した例である。図
１２には、表示用画面付読取書込み装置３００をＩＣカード管理型装置５００（＝パソコ
ン）に、ＵＢＳ接続した写真が例示されている。
【００６４】
次に、ＩＣカード管理型装置５００の具体例を説明する。まず、ＩＣカード管理型保管庫
５００ａの例を説明する。
【００６５】
図７は、ＩＣカード管理型装置５００をＩＣカード管理型保管庫５００ａとした場合の管
理情報通知システム１の処理を説明する図である。
【００６６】
ＩＣカード管理型保管庫５００ａは、ＩＣカード１００（たとえば、ＳＩＭ）に記録され
ている利用者識別情報を、表示用画面付読取書込み装置３００（たとえば、液晶ディスプ
レイ付きＳＩＭリーダライタ）を経由して読み取って、この利用者識別情報１９１を含ん
だ保管庫の開錠依頼（＝装置使用依頼）を受け付けて、これを記録して、保管庫の開錠依
頼に基づいて、保管庫を開錠する（図７（１））ＩＣカード管理型保管庫５００ａは、管
理データ作成指示を発行する（同（２））。
【００６７】
ステップ（３）から、ステップ（１４）までは、図２のステップ（３）から、ステップ（
１４）までと、同じである。
【００６８】
利用者がＩＣカード管理型保管庫５００ａを閉じると、利用者識別情報送信依頼を発行す
る（２１））。
【００６９】
ステップ（２２）から、ステップ（２５）までは、図２のステップのステップ（２２）か
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ら、ステップ（２５）までと、同じである。
【００７０】
ＩＣカード管理型保管庫５００ａは、受信した利用者識別情報１９１を用いて、選択され
た開錠依頼の利用者識別情報１９１と照合して、利用者認証する（同（２６））。ＩＣカ
ード管理型保管庫５００ａは、利用者認証された開錠依頼に基づいて、ＩＣカード管理型
保管庫５００ａの施錠をする（同（２７））。
【００７１】
ＩＣカード管理型保管庫５００ａは、利用者認証された開錠依頼に対応した管理データ１
９９を削除するための管理データ削除指示を発行する（同（２８））。
【００７２】
ステップ（２９）から、ステップ（３０）までは、図２のステップのステップ（２９）か
ら、ステップ（３０）までと、同じである。
【００７３】
図８は、ＩＣカード管理型装置をＩＣカード管理型保管庫５００ａとした場合の管理情報
通知システム１の詳細な構成図である。管理通知システム１は、ＩＣカード１００（たと
えば、ＳＩＭ）と、表示用画面付読取書込み装置３００（たとえば、液晶ディスプレイ付
きＳＩＭリーダライタ）と、ＩＣカード管理型保管庫５００ａ（たとえば、ＳＩＭ管理型
保管庫）と、から構成される。
【００７４】
ＩＣカード１００の手段構成は、図３のＩＣカード１００の手段構成と同じである。
【００７５】
管理データ削除手段１８０は、表示用画面付読取書込み装置３００から、管理データ削除
指示を受け付けて、管理データ削除指示の保管庫を特定する装置特定情報５９１ａと開錠
依頼を特定する情報とをキーにして、記憶手段１９０に記憶される管理データ１９９の保
管庫を特定する装置特定情報５９１ａと開錠依頼を特定する情報とを参照して、前記キー
と一致する参照部を持つ管理データを削除する。
【００７６】
そのほかの手段の働きは、図３のＩＣカード１００の手段と、同じである。
【００７７】
表示用画面付読取書込み装置３００の手段構成は、図３の表示用画面付読取書込み装置３
００の手段構成と、同じである。
【００７８】
表示用画面付読取書込み装置３００のそれぞれの手段の働きは、図３の手段と、同じであ
る。
【００７９】
ＩＣカード管理型保管庫５００ａは、図３のＩＣカード管理型装置５００の装置使用依頼
受付手段５１０として開錠依頼受付手段５１０ａを備えて、装置使用依頼選択手段５３０
として開錠依頼選択手段５３０ａを備えて、装置使用処理手段５７０として施錠処理手段
５７０ｂを備えて、記憶手段５９０は、保管庫を特定する装置特定情報５９１ａを記憶す
る。
【００８０】
開錠依頼受付手段５１０ｂは、表示用画面付読取書込み装置３００が接続された状態で開
錠要求を受け付けると、利用者識別情報送信要求を発行して、ＩＣカードに記憶されてい
る利用者識別情報１９１を受信して、利用者識別情報１９１を含んだ開錠依頼を受け付け
て、開錠して、開錠依頼を記憶手段５９０に記録する。
【００８１】
表示用画面付読取書込み装置３００が接続された状態でＩＣカード管理型保管庫５００ａ
が施錠依頼されると、開錠依頼選択手段５３０ａは、記録された開錠依頼の中から、施錠
依頼に対応する開錠依頼を選択する。例えば、ＩＣカード管理型保管庫５００ａが複数の
開閉扉を備えている場合、開錠依頼選択手段５３０ａは、利用者が施錠する開閉扉に対応
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する開錠依頼を選択する。
【００８２】
施錠処理手段５７０ｂは、許可証を受け付けて、施錠して、開錠依頼を特定する情報を含
む施錠報告を作成する。
【００８３】
そのほかの手段は、図３のＩＣカード管理型装置５００の手段と同じ働きをする。なお、
このとき、「管理装置を特定する情報」５９１は、「保管庫を特定する情報」５９１ｂと
読み替える。
【００８４】
開錠依頼受付手段５１０ｂと、開錠依頼選択手段５３０ｂと、施錠処理手段５７０ｂとは
、コンピュータプログラムである。その他の手段の実現方法は、図３の手段と同じである
。
【００８５】
次に、ＩＣカード管理型装置５００をＩＣカード管理型印刷装置５００ｂとした場合の例
について説明する。
【００８６】
図９は、ＩＣカード管理型装置５００をＩＣカード管理型印刷装置５００ｂとした場合の
管理情報通知システム１の処理の流れを説明する図である。
利用者が表示用画面付読取書込み装置３００を文書作成装置９００に接続した状態で、Ｉ
Ｃカード管理型印刷装置５００ｂに印刷依頼を行うと、ＩＣカード管理型印刷装置５００
ｂ（たとえば、ＳＩＭ管理型印刷装置）は、 文書作成装置９００から利用者識別情報１
９１を含んだ印刷依頼（＝装置使用依頼）を受け付けて、これを記録する（図９（１））
ＩＣカード管理型印刷装置５００ｂは、管理データ作成指示を発行する（同（２））。
【００８７】
ステップ（３）から、ステップ（１４）までは、図２のステップ（３）から、ステップ（
１４）までの内容と同じであるが、ＩＣカード管理型印刷装置５００ｂが発行した管理デ
ータ作成指示は、文書作成装置９００を経由して表示用画面付読取書込み装置３００に送
信される。
【００８８】
利用者が表示用画面付読取書込み装置３００をＩＣカード管理型印刷装置５００ｂに接続
されると、 記録された印刷依頼の中から、印刷を保留している印刷依頼を選択して、利
用者識別情報送信依頼を発行する（２１））。
【００８９】
ステップ（２２）から、ステップ（２５）までは、図２のステップのステップ（２２）か
ら、ステップ（２５）までと、同じである。
【００９０】
ＩＣカード管理型印刷装置５００ａは、ＩＣカード（たとえば、ＳＩＭ）に記録されてい
る利用者識別情報を、表示用画面付読取書込み装置３００（たとえば、液晶ディスプレイ
付きＳＩＭリーダライタ）を経由して読み取って、この利用者識別情報を用いて、印刷依
頼の利用者識別情報と照合して、利用者認証する（同（２６））。ＩＣカード管理型印刷
装置５００ａは、利用者認証された印刷依頼に基づいて、印刷する（同（２７））。ＩＣ
カード管理型印刷装置５００ａは、利用者認証され、印刷された印刷依頼に対応した管理
データを削除するための管理データ削除指示を発行する（同（２８））。
【００９１】
ステップ（２９）から、ステップ（３０）までは、図２のステップのステップ（２９）か
ら、ステップ（３０）までと、同じである。
【００９２】
図１０は、ＩＣカード管理型装置をＩＣカード管理型印刷装置５００ｂとした場合の管理
情報通知システム１の詳細な構成図である。管理通知システム１は、ＩＣカード１００と
、表示用画面付読取書込み装置３００と、ＩＣカード管理型印刷装置５００ｂとから構成
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される。
【００９３】
ＩＣカード１００の手段構成は、図３のＩＣカード１００の手段構成と同じである。
【００９４】
管理データ削除手段１８０は、表示用画面付読取書込み装置３００から、管理データ削除
指示を受け付けて、管理データ削除指示の印刷装置を特定する装置特定情報５９１ｂと印
刷依頼を特定する情報とをキーにして、記憶手段に記憶される管理データの印刷装置を特
定する印刷装置特定情報５９１ｂと印刷依頼を特定する情報とを参照して、前記キーと一
致する参照部を持つ管理データを削除する。
【００９５】
そのほかの手段の働きは、図３のＩＣカード１００の手段と同じである。
【００９６】
表示用画面付読取書込み装置３００の手段構成は、図３の表示用画面付読取書込み装置３
００の手段構成と、同じである。
【００９７】
表示用画面付読取書込み装置３００のそれぞれの手段の働きは、図３の手段と、同じであ
る。
【００９８】
ＩＣカード管理型印刷装置５００ｂの手段は、図３のＩＣカード管理型装置５００の装置
使用依頼受付手段５１０として印刷依頼受付手段５１０ａを備えて、装置使用依頼選択手
段５３０として印刷依頼選択手段５３０ｂを備えて、装置使用処理手段５７０として印刷
手段５７０ａを備えて、記憶手段５９０は、印刷装置を特定する装置特定情報５９１ｂを
記憶している。
【００９９】
そのほかの手段は、図３のＩＣカード管理型装置５００の手段を備える。
【０１００】
印刷依頼受付手段５１０ａは、文書作成装置９００から利用者識別情報を含む印刷依頼を
受け付けると、これを記録する。
【０１０１】
印刷依頼選択手段５３０ａは、記録している印刷依頼の中から、印刷を保留している印刷
依頼を選択する。
【０１０２】
印刷手段５７０ａは、許可証を受け付けて印刷依頼の内容を印刷して、印刷依頼を特定す
る情報を含む印刷報告を作成する。
【０１０３】
そのほかの手段は、図３のＩＣカード管理型装置５００の手段と同じ働きをする。なお、
このとき、装置特定情報５９１は、印刷装置特定情報５９１ａと読み替える。
【０１０４】
印刷依頼選択手段５３０ａと、印刷依頼受付手段５１０ａと、印刷手段５７０ａと、は、
コンピュータプログラムである。その他の手段の実現方法は、図３の手段と同じである。
【０１０５】
以上詳しく説明したように、本願発明によれば、利用者に、管理領域にて行った作業の情
報を、確実に通知することが可能となった。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】管理情報通知システムの全体構成
【図２】管理情報通知システム１の大まかな処理の流れ
【図３】管理情報通知システム１の詳細な構成図
【図４】管理データの形式
【図５】表示用画面付読取書込み装置３００の説明図
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【図６】表示用画面付読取書込み装置３００にＳＩＭを挿入する説明図
【図７】事例１の管理情報通知システム１の大まかな処理の流れ
【図８】事例１の管理情報通知システム１の詳細な構成図
【図９】事例２の管理情報通知システム１の大まかな処理の流れ
【図１０】事例２の管理情報通知システム１の詳細な構成図
【図１１】表示用画面付読取書込み装置の外観図
【図１２】表示用画面付読取書込み装置をパソコンにＵＳＢ接続した外観図
【符号の説明】
【０１０７】
１　管理情報通知システム
１００　ＳＩＭカード、ＩＣカード
１２０　管理データ作成手段
１４０　管理データ返信手段
１５０　利用者識別情報返信手段
１８０　管理データ削除手段
１９０　記憶手段
１９９　管理データ
３００　表示用画面付読取書込み装置、液晶ディスプレイ付きＳＩＭリーダライタ
３０１　アンテナコイル
３０２　ＵＳＢコネクタ
３０３　ＬＥＤ表示部
３０４　液晶ディスプレイ
３０５　ＳＩＭの挿入口
３０６　下部ケース部
３０７　端子板
３０８　上蓋部
３２０　管理データ作成指示転送手段
３４０　管理データ受付手段
３４５　管理データ表示手段
３８０　管理データ削除指示転送手段
５００　ＩＣカード管理型装置
５００ａ　ＩＣカード管理型保管庫、ＳＩＭ管理型保管庫
５００ｂ　ＩＣカード管理型印刷装置、ＳＩＭ管理型印刷装置
５１０　装置使用依頼受付手段
５１０ａ　開錠依頼受付手段
５１０ｂ　印刷依頼受付手段
５２０　管理データ作成指示手段
５３０　装置使用依頼選択手段
５３０ａ　開錠依頼選択手段
５３０ｂ　印刷依頼選択手段
５５０　利用者識別情報送信要求手段
５６０　利用者認証手段
５８０　管理データ削除指示手段
５７０　装置使用処理手段
５７０ａ　施錠処理手段
５７０ｂ　印刷手段
５９０　記憶手段
５９１　管理装置を特定する情報
５９１ａ　保管庫特定情報
５９１ｂ　印刷装置特定情報
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【図９】 【図１０】
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